外国人労働者に暖かい冬を実行委員会規約

制定　2008年12月18日
(目的)

第1条 この会は日本に暮らす外国人労働者の生活支援と待遇改善のため、募金活動、物資支援活動、署名運動などの活動をすることを目的とする。

（名称）
第2条 この会を、外国人労働者に暖かい冬を、実行委員会（以下、委員会）とする。

（所在地）

第3条 この委員会の事務局を神戸市東灘区森北町6-2-23甲南女子大学文学部・多文化コミュニケーション学科コモンルーム内に置く。

（組織と会員）

第4条 この委員会は甲南女子大学・文学部・多文化コミュニケーション学科公認の組織であり、教職員と院生および学生からなる。また、それ以外にも委員会の活動の目的に賛同するものは会員となることができる。

（役員）

第5条 この委員会に次の役員をおく。

代表　　1名　森田 勝昭　
副代表　1名　渡真利 怜香
会計　　1名　尹 梨香
庶務　　1名　河野 百合子
(代表)

第6条 代表は委員会を代表し運営する。副代表は代表を補佐し、代表が欠けたときは代表の責務を遂行する。
（運営）

第7条 委員会は毎月1回会議を開催し、必要な事項について審議決定する。

第8条 （規約改正）

第9条 この規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。

付則

この規約は平成20年12月19日から適用する。

